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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　グアイアコール含有量が１００～５５０μｇ／Ｌであり、
　フルフリルメチルスルフィド含有量が２５～１０００μｇ／Ｌであり、
さらに、下記（ｉ）～（ｉｖ）を満たす容器詰めコーヒー飲料：
（ｉ）飲料中のｐ－エチルフェノール含有量が２～２０μｇ／Ｌ；
（ｉｉ）飲料中のｐ－クレゾール含有量が２～２０μｇ／Ｌ；
（ｉｉｉ）飲料中のフェノール含有量が５０～１１００μｇ／Ｌ；
（ｉｖ）飲料中の２－アセチルピロール含有量が３００～１５００μｇ／Ｌ。
【請求項２】
　飲料中のフルフリルメチルスルフィド含有量が１５０～５００μｇ／Ｌである、請求項
１記載の容器詰めコーヒー飲料。
【請求項３】
　フルフリルメチルスルフィド／グアイアコールの含有量比が０．０５より大きく０．８
０より小さい、請求項１または２記載の容器詰めコーヒー飲料。
【請求項４】
　さらに、下記（ｖ）～（ｖｉｉ）を満たす、請求項１～３のいずれか一項に記載の容器
詰めコーヒー飲料：
　（ｖ）飲料中のフルフリルメルカプタン含有量が１８００～５０００μｇ／Ｌ；
　（ｖｉ）飲料中のフルフリルジスルフィド含有量が２５～３００μｇ／Ｌ；
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　（ｖｉｉ）飲料中のフルフリルチオアセテート含有量が２５～３００μｇ／Ｌ。
【請求項５】
　ブラックコーヒーである、請求項１～４のいずれか一項に記載の容器詰めコーヒー飲料
。
【請求項６】
　飲料のＢｒｉｘ値が０．４以上である、請求項１～５のいずれか一項に記載の容器詰め
コーヒー飲料。
【請求項７】
　再栓可能な蓋付き容器に充填された、請求項１～６のいずれか一項に記載の容器詰めコ
ーヒー飲料。
【請求項８】
　容器詰めコーヒー飲料の製造方法であって、
　（ｉ）飲料中のグアイアコール含有量を１００～５５０μｇ／Ｌに調整する工程、
　（ｉｉ）飲料中のフルフリルメチルスルフィド含有量を２５～１０００μｇ／Ｌに調整
する工程、
さらに、下記（ｉｉｉ）～（ｖｉ）を満たすように調整する工程：
（ｉｉｉ）飲料中のｐ－エチルフェノール含有量が２～２０μｇ／Ｌ；
（ｉｖ）飲料中のｐ－クレゾール含有量が２～２０μｇ／Ｌ；
（ｖ）飲料中のフェノール含有量が５０～１１００μｇ／Ｌ；
（ｖｉ）飲料中の２－アセチルピロール含有量が３００～１５００μｇ／Ｌ、および
　（ｖｉｉ）容器詰めする工程、
　を含む、前記製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は容器詰めコーヒー飲料に関する。より詳細には、液温にかかわらず苦味が抑制
され、後味のキレが良好な容器詰めコーヒー飲料、及び前記コーヒー飲料の製造方法など
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　コーヒー飲料は嗜好品として広く愛好され、その需要もますます増大すると共にニーズ
の多様化が進んでいる。例えば、コーヒー特有の後引きする苦味を有するコーヒー飲料の
ニーズが存在する一方で、コーヒー特有の苦味が抑制され、後味のキレが良いコーヒー飲
料のニーズも存在する。また、コーヒー飲料の商品形態も、加温用飲料から常温保存用飲
料まで多種多様に存在している。こうした状況の下、消費者は、自らの嗜好性や飲用場所
、飲用時間等の消費態様に応じた商品形態のコーヒー飲料を選択することができる。例え
ば、歩きながらコーヒー飲料を飲んだり、仕事中や休憩中に少しずつ長時間かけてコーヒ
ー飲料を飲む態様も広く見受けられる。
【０００３】
　一方で、加温用飲料として開発された従来のコーヒー飲料では、加温状態で飲用される
ことを前提として飲料の味や香りの設計がされてきた。しかしながら、コーヒー飲料を飲
用する消費者は、通常、常温下で生活しており、コーヒー飲料も、飲用に供されている間
は通常、常温下に置かれている。また、前述の通り、近年のコーヒー飲料の消費態様の多
様化により、長時間かけてコーヒー飲料が飲用される場合も少なくない。この場合、例え
ば６０℃前後で販売されるコーヒー飲料でも、保存中や飲用中に液温は必然的に低下する
。そして、人間の舌の特性上、一般的に苦味成分は他の成分と比較して、高温時よりも常
温時で強く感じられる傾向があるが、高温時だけでなく常温時においても、すなわち液温
にかかわらず苦味が抑制され、後味のキレが良好なコーヒー飲料を製造するという発想は
ほとんどない。
【０００４】
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　また、コーヒー飲料では製造後の時間経過に伴い、一部の香気成分が減少し、コーヒー
飲料の香気バランスが変化することが報告されており（非特許文献１）、コーヒー飲料の
香気に寄与する成分を添加することで、時間経過に伴うコーヒー飲料の香気バランスの変
化を抑える試みも報告されている。しかしながら、コーヒーの淹れたての香りに特に寄与
する成分である、２－フルフリルチオール、３－メルカプト－３－メチルブチルフォーメ
ート、３－メチル－２－ブテン－１－チオール等は、コーヒーを淹れた後、急速に消失す
ることが報告されている（非特許文献２）。特に、非特許文献３では、２－フルフリルチ
オールは淹れたて感付与に関して特に重要な成分であるが、コーヒーの水溶性成分である
メラノイジンと結合し、特に急速に消失することが報告されている。また、缶コーヒー飲
料の加熱殺菌によっても、２－フルフリルチオールや３－メルカプト－３－メチルブチル
フォーメートなどの香気成分量が減少することや、２－フルフリルチオールは通常のコー
ヒー飲料のｐＨ（６前後）においても大きく減少することも報告されている（非特許文献
４）。
【０００５】
　さらに、特許文献１では、コーヒー飲料中のピラジン類とグアイアコール類との含有質
量比を特定の範囲に制御することで、甘い香りが豊かで、かつ後味のキレの良好なコーヒ
ー抽出物が得られることなどが報告されており、特許文献２では、低揮発性コーヒーアロ
マ化合物（グアイアコール等）に対する高揮発性コーヒーアロマ化合物（メタンチオール
等）の比を高くすることで、コーヒー飲料の開封及び消費時のアロマが知覚されやすくな
ることが報告されている。また、特許文献３には、フルフリルメチルスルフィドや２－フ
ルフリルメチルジスルフィド等の添加によって、コーヒーの淹れたて感を付与できること
が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１１－１２５２８９号公報
【特許文献２】特表２０１６－５４０５１２号公報
【特許文献３】特開２００８－２５９４７２号公報
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】European Food Research and Technology, 211, 272-276 (2000)
【非特許文献２】Journal of Agricultural and Food Chemistry, 49(5), 2382-2386 (20
01)
【非特許文献３】Journal of Agricultural and Food Chemistry, 50(2), 319-326 (2002
)
【非特許文献４】Journal of Agricultural and Food Chemistry, 51(9), 2674-2678 (20
03)
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、いずれの文献にも、時間経過や液温の変化に伴う苦味の変化を商品設計
で考慮することは記載されていない。本発明の課題は、容器詰めコーヒー飲料の液温にか
かわらず、苦味が抑制され、後味のキレが良好なコーヒー飲料を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者らは、上記課題を解決するために鋭意検討を重ねた結果、フルフリルメチルス
ルフィドによる苦味抑制効果が温度により異なること、すなわち、フルフリルメチルスル
フィドが常温において特異的に苦味抑制効果を有することを発見した。そして、容器詰め
コーヒー飲料中のグアイアコール含有量、及びフルフリルメチルスルフィド含有量を特定
の範囲に調整することで、高温時だけでなく常温時においても、すなわち飲料の液温にか
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かわらず、苦味が抑制され、後味のキレが良好なコーヒー飲料を提供できることなどを見
出し、本発明を完成するに至った。
【００１０】
　即ち、本発明は以下に関するが、これらに限定されない。
（１）グアイアコール含有量が１０～６００μｇ／Ｌであり、
　フルフリルメチルスルフィド含有量が２２～１０００μｇ／Ｌである、容器詰めコーヒ
ー飲料。
（２）飲料中のグアイアコール含有量が１００～５００μｇ／Ｌである、（１）記載の容
器詰めコーヒー飲料。
（３）さらに、下記（ｉ）～（ｉｖ）の少なくとも１つを満たす、（１）又は（２）に記
載の容器詰めコーヒー飲料：
　（ｉ）飲料中のｐ－エチルフェノール含有量が２～２０μｇ／Ｌである；
　（ｉｉ）飲料中のｐ－クレゾール含有量が２～２０μｇ／Ｌである；
　（ｉｉｉ）飲料中のフェノール含有量が５０～１１００μｇ／Ｌである；
　（ｉｖ）飲料中の２－アセチルピロール含有量が３００～１５００μｇ／Ｌである。
（４）飲料中のフルフリルメチルスルフィド含有量が１５０～５００μｇ／Ｌである、（
１）～（３）のいずれかに記載の容器詰めコーヒー飲料。
（５）さらに、下記（ｖ）～（ｖｉｉ）の少なくとも１つを満たす、（１）～（４）のい
ずれかに記載の容器詰めコーヒー飲料：
　（ｖ）飲料中のフルフリルメルカプタン含有量が１８００～５０００μｇ／Ｌである；
　（ｖｉ）飲料中のフルフリルジスルフィド含有量が２５～３００μｇ／Ｌである；
　（ｖｉｉ）飲料中のフルフリルチオアセテート含有量が２５～３００μｇ／Ｌ。
（６）ブラックコーヒーである、（１）～（５）のいずれかに記載の容器詰めコーヒー飲
料。
（７）飲料のＢｒｉｘ値が０．４以上である、（１）～（６）のいずれかに記載の容器詰
めコーヒー飲料。
（８）再栓可能な蓋付き容器に充填された、（１）～（７）のいずれかに記載の容器詰め
コーヒー飲料。
（９）容器詰めコーヒー飲料の製造方法であって、
　（ｉ）飲料中のグアイアコール含有量を１０～６００μｇ／Ｌに調整する工程、
　（ｉｉ）飲料中のフルフリルメチルスルフィド含有量を２２～１０００μｇ／Ｌに調整
する工程、及び
　（ｉｉｉ）容器詰めする工程、
　を含む、前記製造方法。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明により、液温にかかわらず、苦味が抑制され、後味のキレが良好な容器詰めコー
ヒー飲料を提供することができる。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　１．容器詰めコーヒー飲料
　本発明の一態様は、グアイアコール及びフルフリルメチルスルフィドの含有量が特定の
範囲内にある、容器詰めコーヒー飲料である。これにより、飲料の液温にかかわらず、苦
味を抑制でき、後味のキレが良好な容器詰めコーヒー飲料を提供できる。なお、本明細書
において「苦味」とは、コーヒー特有の後引きする舌に残る苦味であり、後味のキレに影
響するものをいう。苦味のあるコーヒー飲料は後味のキレが悪く、苦味が抑制されたコー
ヒー飲料は後味のキレが良好である。
【００１３】
　１－１．グアイアコール
　グアイアコールはコーヒー特有の苦味に寄与する成分である。なお、本明細書では、グ
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アイアコールを（ａ）と表記する場合がある。
【００１４】
　本発明では、コーヒー飲料中のグアイアコール含有量は１０～６００μｇ／Ｌ、好まし
くは１００～５００μｇ／Ｌ、より好ましくは１５０～３００μｇ／Ｌである。コーヒー
飲料中のグアイアコール含有量が上記の範囲より低いと、コーヒー特有の苦味が全く感じ
られず、コーヒーらしさを有しないことがあり、一方で、コーヒー飲料中のグアイアコー
ル含有量が上記の範囲より高いと、特に常温においてコーヒー特有の苦味を十分に抑制で
きないことがある。なお、グアイアコールの含有量はＧＣ－ＭＳ法により測定することが
できる。
【００１５】
　１－２．フルフリルメチルスルフィド
　フルフリルメチルスルフィドは一般的にはコーヒー特有の深煎り香を有する成分として
知られているが、本発明においては常温（２０℃前後）において特異的にコーヒー飲料の
苦味抑制効果を有する成分である。なお、本明細書では、フルフリルメチルスルフィドを
（ｐ）と表記する場合がある。
【００１６】
　本発明では、コーヒー飲料中のフルフリルメチルスルフィド含有量は２２～１０００μ
ｇ／Ｌ、好ましくは２５～８００μｇ／Ｌ、より好ましくは１５０～５００μｇ／Ｌであ
る。フルフリルメチルスルフィド含有量が上記の範囲外である場合、常温におけるコーヒ
ー飲料の苦味の抑制効果が十分に得られないことがある。なお、フルフリルメチルスルフ
ィドの含有量は、ＧＣ－ＭＳ法によって測定することができる。
【００１７】
　１－３．ｐ－エチルフェノール、ｐ－クレゾール、フェノール及び２－アセチルピロー
ル
　本発明において、ｐ－エチルフェノール、ｐ－クレゾール、フェノール及び２－アセチ
ルピロールは、いずれもコーヒー特有の苦味に寄与する成分である。本発明のコーヒー飲
料では、コーヒー特有の苦味を効果的に抑制する観点から、さらに、ｐ－エチルフェノー
ル、ｐ－クレゾール、フェノール及び２－アセチルピロールからなる群から選択される一
以上の成分の含有量を特定の範囲に調整することもできる。なお、本明細書では、ｐ－エ
チルフェノール、ｐ－クレゾール、フェノール及び２－アセチルピロールを、それぞれ（
ｂ）、（ｃ）、（ｄ）、及び（ｅ）と表記する場合がある。
【００１８】
　本発明のコーヒー飲料中のｐ－エチルフェノール含有量は特に限定されないが、２．０
～２０μｇ／Ｌであることが好ましく、３．０～１９μｇ／Ｌであることがより好ましく
、５．０～１８μｇ／Ｌであることがさらに好ましい。また、本発明のコーヒー飲料中の
ｐ－クレゾール含有量は特に限定されないが、２．０～２０μｇ／Ｌであることが好まし
く、３．０～１９μｇ／Ｌであることがより好ましく、５．０～１８μｇ／Ｌであること
がさらに好ましい。また、本発明のコーヒー飲料中のフェノール含有量は特に限定されな
いが、５０～１１００μｇ／Ｌであることが好ましく、３２０～１０８０μｇ／Ｌである
ことがより好ましく、３７０～１０５０μｇ／Ｌであることがさらに好ましい。また、本
発明のコーヒー飲料中の２－アセチルピロール含有量は特に限定されないが、３００～１
５００μｇ／Ｌであることが好ましく、６００～１４８０μｇ／Ｌであることがより好ま
しく、８００～１４５０μｇ／Ｌであることがさらに好ましい。なお、ｐ－エチルフェノ
ール、ｐ－クレゾール、フェノール及び２－アセチルピロールの含有量は、ＧＣ－ＭＳ法
によって測定することができる。
【００１９】
　１－４．フルフリルメルカプタン、フルフリルジスルフィド及びフルフリルチオアセテ
ート
　本発明において、フルフリルメルカプタン、フルフリルジスルフィド及びフルフリルチ
オアセテートは、いずれも一般的にはコーヒー特有の深煎り香を有する成分として知られ
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ているが、本発明においては、フルフリルメチルスルフィドと同様に、常温（２０℃前後
）において特異的にコーヒー飲料の苦味抑制効果を有する成分である。本発明のコーヒー
飲料では、効果的に常温（２０℃前後）におけるコーヒー飲料の苦味を抑制するという観
点から、さらにフルフリルメルカプタン、フルフリルジスルフィド、及びフルフリルチオ
アセテートからなる群から選択される一以上の成分の含有量を特定の範囲に調整すること
もできる。
【００２０】
　本発明のコーヒー飲料中のフルフリルメルカプタン含有量は特に限定されないが、１８
００～５０００μｇ／Ｌであることが好ましく、１８５０～４０００μｇ／Ｌであること
がより好ましく、１９００～３５００μｇ／Ｌであることがさらに好ましい。また、本発
明のコーヒー飲料中のフルフリルジスルフィド含有量は特に限定されないが、２５～３０
０μｇ／Ｌであることが好ましく、３０～２００μｇ／Ｌであることがより好ましく、３
０～１００μｇ／Ｌであることがさらに好ましい。本発明のコーヒー飲料中のフルフリル
チオアセテート含有量は特に限定されないが、２５～３００μｇ／Ｌであることが好まし
く、３０～２００μｇ／Ｌであることがより好ましく、３０～１００μｇ／Ｌであること
がさらに好ましい。なお、フルフリルメルカプタン、フルフリルジスルフィド及びフルフ
リルチオアセテートの含有量は、ＧＣ－ＭＳ法によって測定することができる。
【００２１】
　１－５．グアイアコール、ｐ－エチルフェノール、ｐ－クレゾール、フェノール、又は
２－アセチルピロール含有量と、フルフリルメチルスルフィド含有量との比率
　本発明のコーヒー飲料は、飲料の液温にかかわらず、苦味を抑制し、後味のキレを良好
にするという観点から、グアイアコール（ａ）、ｐ－エチルフェノール（ｂ）、ｐ－クレ
ゾール（ｃ）、フェノール（ｄ）、又は２－アセチルピロール（ｅ）の含有量と、フルフ
リルメチルスルフィド（ｐ）含有量との比率が特定の範囲にあることが好ましい。例えば
、とフルフリルメチルスルフィド（ｐ）とグアイアコール（ａ）との含有量比［（ｐ）／
（ａ）］は、１．５＞［（ｐ）／（ａ）］＞０．０１であることが好ましく、０．８＞［
（ｐ）／（ａ）］＞０．０５であることがより好ましい。また、フルフリルメチルスルフ
ィド（ｐ）とｐ－エチルフェノール（ｂ）との含有量比［（ｐ）／（ｂ）］は、４０＞［
（ｐ）／（ｂ）］＞０．５であることが好ましく、３２＞［（ｐ）／（ｂ）］＞１．３で
あることがより好ましい。また、フルフリルメチルスルフィド（ｐ）とｐ－クレゾール（
ｃ）との含有量比［（ｐ）／（ｃ）］は、２０＞［（ｐ）／（ｃ）］＞０．５であること
が好ましく、１６＞［（ｐ）／（ｃ）］＞１．３であることがより好ましい。また、フル
フリルメチルスルフィド（ｐ）とフェノール（ｄ）との含有量比［（ｐ）／（ｄ）］は、
１．０＞［（ｐ）／（ｄ）］０．０１であることが好ましく、０．６＞［（ｐ）／（ｄ）
］＞０．０２であることがより好ましい。さらに、フルフリルメチルスルフィド（ｐ）と
２－アセチルピロール（ｅ）との含有量比［（ｐ）／（ｅ）］は、０．５＞［（ｐ）／（
ｅ）］＞０．０１であることが好ましく、０．２＞［（ｐ）／（ｅ）］＞０．０２である
ことがより好ましい。
【００２２】
　１－６．コーヒー飲料
　本明細書において「コーヒー飲料」とは、コーヒー分を原料として使用し、加熱殺菌処
理がなされた飲料製品のことをいう。製品の種類は特に限定されないが、１９７７年に認
定された「コーヒー飲料等の表示に関する公正競争規約」の定義である「コーヒー」、「
コーヒー飲料」、及び「コーヒー入り清涼飲料」が主に挙げられる。また、コーヒー分を
原料とした飲料においても、乳固形分が３．０重量％以上のものは「飲用乳の表示に関す
る公正競争規約」の適用を受け、「乳飲料」として取り扱われるが、これも、本発明にお
けるコーヒー飲料とする。ここで、コーヒー分とは、コーヒー豆由来の成分を含有するも
のをいい、例えば、コーヒー抽出液、即ち、焙煎、粉砕されたコーヒー豆を水や温水など
を用いて抽出した溶液が挙げられる。また、コーヒー抽出液を冷凍したコーヒーエキス、
コーヒー抽出液を乾燥したインスタントコーヒーなどを、水や温水などで適量に調整した
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溶液も、コーヒー分として挙げられる。
【００２３】
　本発明のコーヒー飲料に用いるコーヒー豆の栽培樹種は、特に限定されず、アラビカ種
、ロブスタ種、リベリカ種などが挙げられるが、アラビカ種を用いることが好ましい。ま
た、品種名も特に限定されず、モカ、ブラジル、コロンビア、グアテマラ、ブルーマウン
テン、コナ、マンデリン、キリマンジャロなどが挙げられる。コーヒー豆は１種でもよい
し、複数種をブレンドして用いてもよい。コーヒー豆の焙煎方法に関して、焙煎温度や焙
煎環境に特に制限はなく、通常の方法を採用できる。さらに、その焙煎コーヒー豆からの
抽出方法についても何ら制限はなく、例えば焙煎コーヒー豆を粗挽き、中挽き、細挽き等
に粉砕した粉砕物から水や温水（０～２００℃）を用いて抽出する方法が挙げられる。抽
出方法は、ドリップ式、サイフォン式、ボイリング式、ジェット式、連続式などがある。
【００２４】
　本発明のコーヒー飲料には、必要に応じて乳、牛乳及び乳製品等の乳分を添加してもよ
いが、乳分を含まないブラックコーヒーであることが好ましい。
　また、本発明のコーヒー飲料は任意の容器に充填された容器詰めコーヒー飲料である。
本発明のコーヒー飲料が充填される容器としては、殺菌方法や保存方法に合わせて適宜選
択すればよく、アルミ缶、スチール缶、ＰＥＴボトル、ガラス瓶、紙容器など、通常用い
られる容器のいずれも用いることができる。また、本発明のコーヒー飲料は長時間かけて
飲用する形態に適していることから、再栓可能な蓋付き容器、すなわちボトル缶やＰＥＴ
ボトルが好ましい。本発明のコーヒー飲料の容量は、特に限定されないが、１６０～６０
０ｇが好ましく、長時間かけて飲用するという点で、２５０ｇ以上が好ましい。また、本
発明のコーヒー飲料を容器詰めする場合は、ホットパック充填法又は無菌充填法のいずれ
も用いることができるが、無菌充填法を用いることが好ましい。なお、ホットパック充填
法は一般に、６０℃以上に加熱された飲料を容器に充填後、直ちに密封する方法をいう。
また、無菌充填装置とは一般に、高温短時間殺菌した内容物を滅菌済み容器に無菌環境下
で充填、密封する装置をいう。
【００２５】
　本発明のコーヒー飲料の加熱滅菌処理の方法は特に限定されない。例えば、各地の法規
（日本にあっては食品衛生法）に従って加熱滅菌処理を行うことができる。具体的には、
高温で短時間殺菌した後、無菌条件下で殺菌処理された保存容器に充填する方法（ＵＨＴ
殺菌法）と、調合液を缶等の保存容器に充填した後、レトルト処理を行うレトルト殺菌法
が挙げられる。ＵＨＴ殺菌法の場合、通常１２０～１５０℃で１～１２０秒間程度、好ま
しくは１３０～１４５℃で３０～１２０秒間程度の条件であり、レトルト殺菌法の場合、
通常１１０～１３０℃で１０～３０分程度、好ましくは１２０～１２５℃で１０～２０分
間程度の条件である。
【００２６】
　１－７．Ｂｒｉｘ値
　Ｂｒｉｘ値は、糖度計や屈折計などを用いて２０℃で測定された屈折率を、ＩＣＵＭＳ
Ａ（国際砂糖分析法統一委員会）の換算表に基づいてショ糖溶液の質量／質量パーセント
に換算した値であり、飲料中の可溶性固形分含有量を表す。単位は「Ｂｘ」、「％」、又
は「度」と表記する場合もある。飲料のＢｒｉｘ値が低ければ、糖質を含めた飲料中の可
溶性固形分の含有量が低いこととなる。
【００２７】
　本発明のコーヒー飲料のＢｒｉｘ値は特に限定されないが、０．４以上であることが好
ましく、０．４～２．５であることがより好ましく、０．６～２．０であることがより好
ましい。
【００２８】
　１－８．その他の成分
　本発明のコーヒー飲料では、上記成分の他、本発明の効果を損なわない限りで、甘味料
（ショ糖、異性化糖、ブドウ糖、果糖、乳糖、麦芽糖、キシロース、異性化乳糖、フラク
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トオリゴ糖、マルトオリゴ糖、イソマルトオリゴ糖、ガラクトオリゴ糖、カップリングシ
ュガー、パラチノース、マルチトール、ソルビトール、エリスリトール、キシリトール、
ラクチトール、パラチニット、還元デンプン糖化物、ステビア、グリチルリチン、タウマ
チン、モネリン、アスパルテーム、アリテーム、サッカリン、アセスルファムＫ、スクラ
ロース、ズルチンなど）、酸化防止剤（ビタミンＣ、エリソルビン酸ナトリウムなど）、
乳化剤（ショ糖脂肪酸エステル、ソルビタン脂肪酸エステル、ポリグリセリン脂肪酸エス
テルなど）、カゼインＮａ、香料（コーヒーフレーバー、ミルクフレーバーなど）等を適
宜配合することができる。本発明のコーヒー飲料では、グアイアコール及びフルフリルメ
チルスルフィドの濃度を特定範囲に調整するという点から、特に香料を配合することが好
ましい。また、本発明の飲料は甘味料により本発明の効果が損なわれる可能性があるので
、甘味料を含有しないコーヒー飲料が好ましい。
【００２９】
　１－９．ｐＨ
　本発明のコーヒー飲料は、所定の範囲内のｐＨを有することが好ましい。ｐＨの調整に
は一般的なｐＨ調整剤を使用することができ、そのようなｐＨ調整剤としては水酸化ナト
リウム、水酸化カリウムなどの塩基や、炭酸水素ナトリウム、炭酸ナトリウム、炭酸水素
カリウム、炭酸カリウム、リン酸水素二ナトリウム、クエン酸ナトリウム、クエン酸カリ
ウム、酢酸ナトリウム、酢酸カリウム、Ｌ－アスコルビン酸ナトリウムなどの有機酸のナ
トリウム又はカリウム塩、及び、その他食品衛生法上使用可能なｐＨ調整剤又は酸味料が
挙げられる。また、ｐＨの異なるコーヒー抽出液を混合することにより所定のｐＨに調整
することも可能である。
【００３０】
　本実施の形態に係る発明において、ｐＨは４．０～７．０の範囲が好ましく、４．５～
６．５の範囲がより好ましく、５．５～６．５の範囲がさらに好ましい。
　２．容器詰めコーヒー飲料の製造方法、及び液温にかかわらず容器詰めコーヒー飲料の
苦味を抑制し、後味のキレを改善する方法
　ある態様では、本発明は容器詰めコーヒー飲料の製造方法である。より具体的には、本
発明の一態様は容器詰めコーヒー飲料の製造方法であって、（ｉ）飲料中のグアイアコー
ル含有量を１０～６００μｇ／Ｌに調整する工程、（ｉｉ）飲料中のフルフリルメチルス
ルフィド含有量を２２～１０００μｇ／Ｌに調整する工程、及び（ｉｉｉ）容器詰めする
工程、
を含む、前記製造方法である。
【００３１】
　また、別の態様では、液温にかかわらず容器詰めコーヒー飲料の苦味を抑制し、後味の
キレを改善する方法であって、（ｉ）飲料中のグアイアコール含有量を１０～６００μｇ
／Ｌに調整する工程、（ｉｉ）飲料中のフルフリルメチルスルフィド含有量を２２～１０
００μｇ／Ｌに調整する工程、及び（ｉｉｉ）容器詰めする工程、を含む、前記方法でも
ある。
【００３２】
　前記方法は、さらにｐ－エチルフェノール、ｐ－クレゾール、フェノール、又は２－ア
セチルピロール、フルフリルメルカプタン、フルフリルジスルフィド及びフルフリルチオ
アセテートからなる群から選択される一以上の成分を配合し、その含有量を調整する工程
を含めることもできる。また、グアイアコール、ｐ－エチルフェノール、ｐ－クレゾール
、フェノール、又は２－アセチルピロール含有量と、フルフリルメチルスルフィド含有量
との比率を調整する工程を含めることもできる。さらに、前記方法は、通常のコーヒー飲
料において用いることができる成分を配合する工程や、ｐＨを調整する工程、加熱殺菌処
理工程を含めることもできる。
【００３３】
　なお、前記方法では、上記の各工程をどの順序で行ってもよく、最終的に得られたコー
ヒー飲料における含有量などが所要の範囲にあればよい。
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　また、コーヒー飲料や原料となるコーヒー豆の品種や産地等については、上述した通り
である。また、グアイアコール、ｐ－エチルフェノール、ｐ－クレゾール、フェノール、
２－アセチルピロール、フルフリルメチルスルフィド、フルフリルメルカプタン、フルフ
リルジスルフィド及びフルフリルチオアセテートの含有量範囲、含有量比の範囲、ｐＨの
範囲、並びに他の成分等についても上述した通りである。さらに、各種成分の測定法につ
いても上述の通りである。
【００３４】
　＜実施例＞
　以下、実施例をもって本発明をさらに詳しく説明するが、本発明はこれらに限定される
ものではない。
１．サンプルコーヒー飲料の製造
　本実施例では、グアイアコール、ｐ－エチルフェノール、ｐ－クレゾール、フェノール
、２－アセチルピロール、及びフルフリルメチルスルフィドの含有量が異なるサンプル飲
料を調製した。各サンプル飲料の具体的な調製方法を以下に記載する。
【００３５】
　まず、中煎りに焙煎したコーヒー豆（グアテマラ種：Ｌ値２０）を粉砕し、コーヒー豆
の量に対して９倍の質量の湯を抽出湯として用い、抽出機で５０℃にて抽出を行った。ま
た、抽出工程の途中で蒸らし時間を３分間設けた。そして、回収する抽出湯量がコーヒー
豆量の約３倍の質量となったところで抽出を終了した。抽出液は抽出後に遠心分離処理、
及び膜ろ過を実施した。その後、得られた抽出液を約３倍希釈し、さらに重曹を添加して
ベース飲料を得た。前記ベース飲料中のグアイアコール、ｐ－エチルフェノール、ｐ－ク
レゾール、フェノール、２－アセチルピロール、フルフリルメチルスルフィド、フルフリ
ルメルカプタン、フルフリルジスルフィド、及びフルフリルチオアセテートの含有量は、
後述の分析方法に従って測定した。表１にベース飲料中の前記各成分の含有量を示す。
【００３６】
【表１】

【００３７】
　前記ベース飲料にグアイアコール、ｐ－エチルフェノール、ｐ－クレゾール、フェノー
ル、２－アセチルピロール、及びフルフリルメチルスルフィドを適当量添加し、Ｆ０＝４
以上でＵＨＴ殺菌の後、ＰＥＴボトル容器に無菌充填を実施し、実施例及び比較例のコー
ヒー飲料を得た。なお、全ての試験例における、全ての飲料において（市販品は除く）、
Ｂｒｉｘ値は、１．０～１．１の範囲内であった。
【００３８】
２．グアイアコール、ｐ－エチルフェノール、ｐ－クレゾール、フェノール、２－アセチ
ルピロール、フルフリルメチルスルフィド、フルフリルメルカプタン、フルフリルジスル
フィド、及びフルフリルチオアセテート含有量の測定
　上記１で製造した及びレトルト殺菌後の容器詰めコーヒー飲料のサンプル（実施例及び
比較例）を開栓し、各コーヒー飲料中のグアイアコール、ｐ－エチルフェノール、ｐ－ク
レゾール、フェノール、２－アセチルピロール、フルフリルメチルスルフィド、フルフリ
ルメルカプタン、フルフリルジスルフィド、及びフルフリルチオアセテートの含有量を、
ＧＣ－ＭＳにより以下の分析条件で測定した。また、市販の缶コーヒー１～３（市販品１
：UCC Blackコーヒー、市販品２：Tullysコーヒー、及び市販品３：KIRIN Fire香ばしBla
ckコーヒー）中の各成分含有量も同様に分析した。結果を表２～７に示す。
【００３９】
＜グアイアコール、ｐ－エチルフェノール、ｐ－クレゾール、フェノール、及び２－アセ
チルピロールの分析条件＞
　試料液５ｍｌをネジ付き２０ｍｌ容ガラス瓶（直径１８ｍｍ，ゲステル社製）に入れて
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ＰＴＦＥ製セプタム付き金属蓋（ゲステル社製）にて密栓し、固相マイクロ抽出法（ＳＰ
ＭＥ）にて香気成分の抽出を行った。定量は、ＧＣ／ＭＳのＥＩＣモードにて検出された
ピーク面積を用い、標準添加法にて行った。使用した機器及び条件を以下に示す。
【００４０】
　ＳＰＭＥファイバー：ＳｔａｂｌｅＦｌｅｘ／ＳＳ，５０／３０μｍ ＤＶＢ／ＣＡＲ
／ＰＤＭＳ，（スペルコ社製）
　全自動揮発性成分抽出導入装置：ＭｕｌｔｉＰｕｒｐｏｓｅＳａｍｐｌｅｒ　ＭＰＳ２
ＸＬ（ゲステル社製）
　予備加温：４０℃５分間
　攪拌：なし
　揮発性成分抽出：４０℃３０分間
　揮発性成分の脱着時間：３分間
　ＧＣオーブン：ＧＣ７８９０Ａ（アジレントテクノロジーズ社製）
　カラム：ＶＦ－ＷＡＸｍｓ，６０ｍ×０．２５ｍｍｉ．ｄ． ｄｆ＝０．５０μｍ（ア
ジレントテクノロジーズ社製）
　ＧＣ温度条件：４０℃（５分間）→５℃／分→２６０℃（１１分間）
　キャリアーガス：ヘリウム，１．２ｍｌ／分，流量一定モード
　インジェクション：スプリットレス法
　インレット温度：２５０℃
　質量分析装置：ＧＣ／ＭＳ Ｔｒｉｐｌｅ Ｏｕａｄ７０００（アジレントテクノロジー
ズ社製）
　イオン化方式：ＥＩ（７０ｅＶ）
　測定方式：スキャン測定、またはスキャン＆ＳＩＭ同時測定
　スキャンパラメータ：ｍ／ｚ３５～３５０
　定量イオンは以下に示すイオンから、検出感度、ピーク形状、及びピーク分離が良好な
ものを選択できる：グアイアコール　ｍ／ｚ１０９、１２４、又は８１（本実施例におい
ては８１）；ｐ－エチルフェノール　ｍ／ｚ１０７、１２２、又は７７（本実施例におい
ては１０７）；ｐ－クレゾール　ｍ／ｚ１０７、１０８、７７、又は７９（本実施例にお
いては１０７）；フェノール　ｍ／ｚ９４、６６、又は６５（本実施例においては９４）
；２－アセチルピロール　ｍ／ｚ９４、１０９、又は６６（本実施例においては９４）。
　なお、上記イオンのいずれを用いてもピーク形状又は感度が良好でない場合は、試料液
を蒸留水で適切な倍率に希釈するか、ＳＩＭモードを用いることができる。
【００４１】
＜フルフリルメチルスルフィド、フルフリルメルカプタン、フルフリルジスルフィド、及
びフルフリルチオアセテートの分析条件＞
　試料液５ｍｌをネジ付き２０ｍｌ容ガラス瓶（直径１８ｍｍ，ゲステル社製）に入れて
ＰＴＦＥ製セプタム付き金属蓋（ゲステル社製）にて密栓し、固相マイクロ抽出法（ＳＰ
ＭＥ）にて香気成分の抽出を行った。定量は、ＧＣ／ＭＳのＥＩＣモードにて検出された
ピーク面積を用い、標準添加法にて行った。使用した機器及び条件を以下に示す。
【００４２】
　ＳＰＭＥファイバー：ＳｔａｂｌｅＦｌｅｘ／ＳＳ，５０／３０μｍ ＤＶＢ／ＣＡＲ
／ＰＤＭＳ，（スペルコ社製）
　全自動揮発性成分抽出導入装置：ＭｕｌｔｉＰｕｒｐｏｓｅＳａｍｐｌｅｒ　ＭＰＳ２
ＸＬ（ゲステル社製）
　予備加温：４０℃５分間
　攪拌：なし
　揮発性成分抽出：４０℃３０分間
　揮発性成分の脱着時間：３分間
　ＧＣオーブン：ＧＣ７８９０Ａ（アジレントテクノロジーズ社製）
　カラム：ＶＦ－ＷＡＸｍｓ，６０ｍ×０．２５ｍｍｉ．ｄ． ｄｆ＝０．５０μｍ（ア
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ジレントテクノロジーズ社製）
　ＧＣ温度条件 ：４０℃（５分間）→５℃／分→２６０℃（１１分間）
　キャリアーガス：ヘリウム，１．２ｍｌ／分，流量一定モード
　インジェクション：スプリットレス法
　インレット温度：２５０℃
　質量分析装置：ＧＣ／ＭＳ Ｔｒｉｐｌｅ Ｏｕａｄ７０００（アジレントテクノロジー
ズ社製）
　イオン化方式：ＥＩ（７０ｅＶ）
　測定方式：スキャン測定、またはスキャン＆ＳＩＭ同時測定
　スキャンパラメータ：ｍ／ｚ３５～３５０
　定量イオンは以下に示すイオンから、検出感度、ピーク形状、及びピーク分離が良好な
ものを選択できる：フルフリルメチルスルフィド ｍ／ｚ８１、１２８、５３、４５、８
２、１２９、又は１３０（本実施例においては１２９）、フルフリルメチルジスルフィド
 ｍ／ｚ８１、１６０、５３、又は８２（本実施例においては８２）、フルフリルチオア
セテート ｍ／ｚ８１、１５６、１１３、５３、８２、１１４、又は１１５（本実施例に
おいては１１３）。上記イオンのいずれを用いてもピーク形状又は感度が良好でない場合
は、試料液を蒸留水で適切な倍率に希釈するか、ＳＩＭモードを用いることができる。
　フルフリルメルカプタンは以下の条件を変更して測定した。測定方式：ＭＲＭ測定、プ
リカーサーイオン：ｍ／ｚ１１４、プロダクトイオン：ｍ／ｚ８１、コリジョンエネルギ
ー１０、ドゥエル２００ｍｓ。ピーク形状が良好でない場合は、試料液を蒸留水で適切な
倍率に希釈することができる。
【００４３】
３．官能評価
　上記１で調製したレトルト殺菌後の容器詰めコーヒー飲料のサンプル（実施例及び比較
例）及び市販品１～３を常温（２０℃）と加温（６０℃）に保管し、液温をそれぞれの温
度にし、開栓後における各コーヒー飲料の官能評価を３名の訓練された専門パネラーによ
って行い、コーヒー飲料の苦味と後味のキレについて評価した。具体的には、各専門パネ
ラー毎に下記基準に基づいて、０．１点刻みで点数付けを行い、その平均点を表２～７に
示した。常温時及び加温時ともに、加温時の市販品１（コントロール）の官能評価結果（
官能評価点：３点）を基準として官能評価を実施し、平均点３点を超えるものが液温にか
かわらず苦味が抑制された好ましいコーヒー飲料であると判定した。
【００４４】
　＜評価点の基準＞
５．０点：コントロールと比較して、苦味がとても抑制され、後味のキレが極めて良い。
４．０点：コントロールと比較して、苦味が抑制され、後味のキレが良い。
３．０点：コントロールと同程度の苦味と後味のキレである。
２．０点：コントロールと比較して、苦味があり、後味のキレが悪い。
１．０点：コントロールと比較して、苦味が強く、後味のキレが非常に悪い。
【００４５】
４．結果
（１）試験例１
　試験例１では、グアイアコールの含有量に対する、フルフリルメチルスルフィドの含有
量が、常温及び高温における苦味に及ぼす影響を評価した。表２に示す通り、グアイアコ
ール及びフルフリルメチルスルフィドの含有量が本発明の所定の範囲内にあるコーヒー飲
料（実施例１－１～１－１２）では、常温時でも加温時でも官能評価点が３点を超えてお
り、飲料の液温にかかわらず苦味が抑制され、後味のキレが良好であることが示された。
【００４６】
　また、実施例１－１～１－４では、グアイアコールの含有量に対する、フルフリルメチ
ルスルフィドの含有量の比率（フルフリルメチルスルフィド含有量／グアイアコール含有
量）が高いほど、より効果が得られる傾向にあることも示された。
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【００４７】
　なお、表３に示す通り、グアイアコールの含有量が本発明の範囲外である市販品１～３
は、いずれも常温時の官能評価点が３点を下回り、常温時には苦味が強く、後味のキレも
悪いことが示された。
【００４８】
【表２】

【００４９】
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【表３】

【００５０】
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（２）試験例２
　試験例２では、ｐ－エチルフェノールの含有量に対する、フルフリルメチルスルフィド
の含有量が、常温及び高温における苦味に及ぼす影響を評価した。表４に示す通り、ｐ－
エチルフェノール及びフルフリルメチルスルフィドの含有量が本発明の所定の範囲内にあ
るコーヒー飲料（実施例１－１、２－２～２－７）では、常温時でも加温時でも官能評価
点が３点を超えており、飲料の液温にかかわらず苦味が抑制され、後味のキレが良好であ
ることが示された。
【００５１】
　また、ｐ－エチルフェノールの含有量に対する、フルフリルメチルスルフィドの含有量
の比率（フルフリルメチルスルフィド含有量／ｐ－エチルフェノール含有量）が高いほど
、より効果が得られる傾向にあることも示された。
【００５２】
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【表４】

【００５３】
（３）試験例３
　試験例３では、ｐ－クレゾールの含有量に対する、フルフリルメチルスルフィドの含有
量が、常温及び高温における苦味に及ぼす影響を評価した。表５に示す通り、ｐ－クレゾ
ール及びフルフリルメチルスルフィドの含有量が本発明の所定の範囲内にあるコーヒー飲
料（実施例１－１、３－２～３－７）では、常温時でも加温時でも官能評価点が３点を超
えており、飲料の液温にかかわらず苦味が抑制され、後味のキレが良好であることが示さ
れた。
【００５４】
　また、ｐ－クレゾールの含有量に対する、フルフリルメチルスルフィドの含有量の比率
（フルフリルメチルスルフィド含有量／ｐ－クレゾール含有量）が高いほど、より効果が
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得られる傾向にあることも示された。
【００５５】
【表５】

【００５６】
（４）試験例４
　試験例４では、フェノールの含有量に対する、フルフリルメチルスルフィドの含有量が
、常温及び高温における苦味に及ぼす影響を評価した。表６に示す通り、フェノール及び
フルフリルメチルスルフィドの含有量が本発明の所定の範囲内にあるコーヒー飲料（実施
例１－１、４－２～４－８）では、常温時でも加温時でも官能評価点が３点を超えており
、飲料の液温にかかわらず苦味が抑制され、後味のキレが良好であることが示された。
【００５７】
　また、実施例１－１、実施例４－２～４－４においては、フェノールの含有量に対する
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、フルフリルメチルスルフィドの含有量の比率（フルフリルメチルスルフィド含有量／フ
ェノール含有量）が高いほど、より効果が得られる傾向にあることも示された。
【００５８】
【表６】

【００５９】
（５）試験例５
　試験例５では、２－アセチルピロールの含有量に対する、フルフリルメチルスルフィド
の含有量が、常温及び高温における苦味に及ぼす影響を評価した。表７に示す通り、２－
アセチルピロール及びフルフリルメチルスルフィドの含有量が本発明の所定の範囲内にあ
るコーヒー飲料（実施例１－１、５－２～５－８）では、常温時でも加温時でも官能評価
点が３点を超えており、飲料の液温にかかわらず苦味が抑制され、後味のキレが良好であ
ることが示された。
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【００６０】
　また、実施例１－１、５－２～５－４においては、２－アセチルピロールの含有量に対
する、フルフリルメチルスルフィドの含有量の比率（フルフリルメチルスルフィド含有量
／２－アセチルピロール含有量）が高いほど、より効果が得られる傾向にあることも示さ
れた。
【００６１】
【表７】

【００６２】
（６）試験例６
　試験例６では、フルフリルメルカプタン、フルフリルジスルフィド及びフルフリルチオ
アセテートの含有量が、常温及び高温における苦味に及ぼす影響を評価した。表８に示す
通り、２－アセチルピロール及びフルフリルメチルスルフィドの含有量が本発明の所定の
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範囲内にあるコーヒー飲料（実施例８－１～８－２０）では、常温時でも加温時でも官能
評価点が３点を超えており、飲料の液温にかかわらず苦味が抑制され、後味のキレが良好
であることが示された。
【００６３】
【表８】

【産業上の利用可能性】
【００６４】
　本発明は、飲料の液温にかかわらず、苦味が抑制され、後味のキレが良好なコーヒー飲
料を提供するものであるため、産業上の利用可能性が高い。
【要約】　　　（修正有）
【課題】飲料の液温にかかわらず、苦味が抑制され、後味のキレが良好なコーヒー飲料の
提供。
【解決手段】グアイアコール含有量が１０～６００μｇ／Ｌ、好ましくは１００～５００
μｇ／Ｌであり、フルフリルメチルスルフィド含有量が２２～１０００μｇ／Ｌ、好まし
くは１５０～５００μｇ／Ｌである、容器詰めコーヒー飲料。更に、ｐ－エチルフェノー
ル含有量が２～２０μｇ／Ｌ、ｐ－クレゾール含有量が２～２０μｇ／Ｌ、フェノール含
有量が５０～１１００μｇ／Ｌ、及び２－アセチルピロール含有量が３００～１５００μ
ｇ／Ｌのうち、少なくとも１つを満たす該容器詰めコーヒー飲料。更に、フルフリルメル
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カプタン含有量が１８００～５０００μｇ／Ｌ、フルフリルジスルフィド含有量が２５～
３００μｇ／Ｌ、及びフルフリルチオアセテート含有量が２５～３００μｇ／Ｌのうち、
少なくとも１つを満たす該容器詰めコーヒー飲料。
【選択図】なし



(21) JP 6392966 B1 2018.9.19

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  杉野　良介
            神奈川県川崎市中原区今井上町１３－２　サントリー商品開発センター内
(72)発明者  指宿　大悟
            神奈川県川崎市中原区今井上町１３－２　サントリー商品開発センター内
(72)発明者  岩佐　千絢
            神奈川県川崎市中原区今井上町１３－２　サントリー商品開発センター内
(72)発明者  伊藤　将紘
            神奈川県川崎市中原区今井上町１３－２　サントリー商品開発センター内

    審査官  北田　祐介

(56)参考文献  特開２００９－２９１０８８（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２００８／１２９９５６（ＷＯ，Ａ１）　　
              特開２０１６－１９２９７１（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ２３Ｆ　　　５／００－５／５０　　　　
              ＪＳＴＰｌｕｓ／ＪＭＥＤＰｌｕｓ／ＪＳＴ７５８０（ＪＤｒｅａｍＩＩＩ）
              ＣＡｐｌｕｓ／ＦＳＴＡ／ＷＰＩＤＳ（ＳＴＮ）


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	abstract
	overflow

